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１ 計画の基本的な考え方 

（１）計画策定の背景と目的                       

 近年、少子高齢化や人口減少に伴う地域のつながりの希薄化が進む中、ダブ

ルケアや８０５０問題などの複雑化・複合化した生活課題を抱える世帯や何ら

かの悩みや生活課題を抱えているものの、既存の公的サービスでは対応できな

い「制度の狭間」にある世帯への対応が新たな課題として顕在化しています。 

 こうした課題に対処するため、国は、社会福祉法をはじめとした関係法令を

改正し、制度・分野ごとの「縦割り」や「支える側」と「支えられる側」と 

いう関係を超えて、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つなが

り、誰もが役割や生きがいを持ち、支えあいながら暮らしていける「地域共生

社会」の実現に向けた仕組みづくりを進めることで、地域住民の複雑化・複合

化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するための取組として、

令和３年４月、「属性を問わない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた

支援」を一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」を創設しました。 

 本市では、令和６年度に庁内外の関係者にヒアリングを行い、令和７年度に

重層的支援体制整備移行準備支援事業として、勉強会や相談支援関係機関との

情報交換を通じ、実効性のある事業実施に向けて準備を進めてきました。 

 また、第６次常滑市総合計画の基本目標である「共に生き 支え合い 安心し

て暮らせるまち」をもとに本市における地域共生社会を実現するため、令和８

年度から「重層的支援体制整備事業」を実施するにあたり、包括的な相談支援

体制構築に向けた実施体制を定めることとし、本計画を策定するものです。 

 

 

 
 



3 
 

（２）計画の位置付け                           

本計画は、重層的支援体制の実施にあたり、社会福祉法第 106 条の５の規定

に基づき、事業の提供体制に関する事項等を定める計画として策定するもので

す。 

 また、本計画は、総合計画や地域福祉計画を上位計画とする高齢、障がい、子

どもなどの保健福祉分野の関連計画との整合を図ります。 

 併せて、常滑市社会福祉協議会（以下、社協という。）が策定する「常滑市 

地域福祉活動計画」とも連携を図っていきます。 

 

 
 

国の「実施計画の策定ガイドライン」において、計画に盛り込むべき必須の 

記載事項は次の事項となっています。 

 
① 相談支援機関、地域づくりに向けた支援事業の拠点数等の設置個所数、設置

形態 

② 参加支援事業、多機関協働事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業の

実施体制 

③ 重層的支援会議の実施方法 

④ 支援関係機関間の連携に関する事項 

 

 そのため、本計画においては上記４項目を定めることとし、その他の計画に盛

り込むべき事項については、今後に策定予定である「第１期常滑市地域福祉 

計画」に合わせて整備を図っていきます。 
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（３）計画期間                              

 本計画の計画期間は、下表のとおり令和８年度の１年間とします。 

 本計画は重層的支援体制整備のために必要な固有事項に特化した内容を記載

することから、毎年度評価及び見直しを行います。 

 なお、常滑市地域福祉計画の策定時に、本計画及び「常滑市社会福祉協議会地

域福祉活動計画」等を包含する予定です。 

 

 

 

（４）計画策定にあたっての体制                      

 本計画の策定にあたっては、重層的支援体制整備事業において包括的な連携

体制の構築が求められる各分野の庁内関係課（高齢介護課、福祉課、子育て支援

課、健康推進課、学校教育課）及び社協で構成する「庁内連携会議」において 

検討し、意見聴取等を経たうえで策定しました。 

 

（５）重層的支援体制への移行に係る課題と対策               

１ 現状と課題 

計画策定に先立ち、高齢、障がい、子ども、生活困窮の４分野の庁内関係課 

（高齢介護課、福祉課、子育て支援課、健康推進課、学校教育課）、相談支援 

機関（社協、高齢者相談支援センター、障がい者相談支援センター）及び民生 

委員連絡協議会等の地域福祉活動の関係機関を対象にヒアリングを実施した結

果、「複雑化・複合化した生活課題を抱えた相談について、１つの相談支援機関

では対応困難な事例があり、現状では各分野の専門性の高い相談支援機関及び

関係機関の連携ネットワークや既存の会議体により対応している」ことがわか

りました。 

 その一方で、解決のためには、関係機関の調整に多大な時間と労力を要する 

ことや制度の狭間であること、相談者からの訴えがないこと等により、支援者が

相談者やその世帯が抱える生活課題を包括的かつ他機関と連携したサポートが

できていないケースがあり、これらのケースへの対応が必要となります。 
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２ 課題解決に向けた対策 

 これらの課題に対応するためには、既存の分野別相談支援体制の専門性を 

維持しながら、複雑化・複合化した生活課題を包括的に受け止め、課題を解き 

ほぐした上で確実に支援につなげる体制を構築する必要があります。 

 さらに、相談の入り口となる相談支援機関において、相談を受ける担当者が、

適切な支援機関や福祉サービスにつなげられるよう、その知識や技量を平準化

する必要があることから、相談支援機関一覧表の作成、相談内容に応じたつなぎ

先や支援メニュー（制度やサービス）を共有できるツールの導入について検討す

る必要があります。 

 また、関係機関間の調整にかかる時間や労力を減らすためには、各分野、各 

相談支援機関の「縦割りの壁」を低くし、相互の顔が見える関係を構築すると 

ともに、相互の制度理解を促進していくことが必要です。 

 それとともに、他機関へのつなぎや既存の会議体の枠組みを活用してもなお

解決が困難な事例については、支援関係機関の調整や役割分担の明確化を行う

新たな会議体を設置し、フォーマル、インフォーマルを問わず支援関係機関が 

協働して支援を行う体制を構築していく必要があり、相談支援機関や関係団体

等の連携体制の強化が不可欠であることから、当事業の理解促進、相互の制度 

理解のための勉強会や研修会を実施します。 

 一方で、複雑化・複合化した生活課題を抱えながらも、自ら支援を求めること

が困難な方や、自身の抱える課題に気づいていないケースに対して、アウトリー

チ等に取り組むことにより、これらの課題の解決に向けた継続的な支援を行い

ます。 

 さらに、多機関協働の取り組みを進める中で、積み重ねられたケース別の支援

や対応事例について、会議等を通じて定期的に本事業に関係する相談支援機関

にフィードバックし、支援ノウハウを共有することにより、市全体の相談支援力

の底上げを図ります。 
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２ 実施体制及び実施内容 

（１）重層的支援体制整備事業の体系                    

重層的支援体制整備事業においては、高齢、障がい、子ども、生活困窮など 

の分野において、相談者の世代や属性を問わない相談支援として、相談を包括的

に受け止めて支援する「①包括的相談支援事業」、多機関協働により支援する「②

多機関協働事業」、「③アウトリーチ等を通じた継続的支援事業」を実施します。 

また、社会とのつながりを作るための「④参加支援事業」、交流や参加、学び

の場となる「⑤地域づくり事業」の計５つの事業を一体的に実施することで、 

市民の抱える複雑化・複合化した生活課題の解決や制度の狭間にあるニーズに

対応できるよう体制を整備します。 

 
 

（２）本市における重層的支援体制整備事業の実施体制の全体像        

 本市では、既存の相談支援体制や地域づくりに関する事業を最大限活用しつつ、

必要に応じて拡充や補完をするとともに、それらを支える新機能として、多機関

協働事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、参加支援事業を実施する 

ことで、重層的支援体制整備事業において一体的に整備する５つの事業が相互

に連携し、重なり合いながら対象者を支援し、誰一人取りこぼさないセーフティ

ネットの構築を目指します。 

既存制度の対象事業

【高齢】地域包括支援センター事業

【障がい】障害者相談支援事業

【子ども】利用者支援事業

【困窮】自立相談支援事業

②多機関協働事業 ※事業創設に伴う新規事業

③アウトリーチ等を通じた
  継続的支援事業

※事業創設に伴う新規事業

※事業創設に伴う新規事業

【高齢】地域介護予防活動支援事業

【高齢】生活支援体制整備事業

【障がい】地域活動支援センター事業

【子ども】地域子育て支援拠点事業

※事業創設に伴う新規事業
【困窮他】生活困窮者支援等のための地域づくり事業

属
性
を
問
わ
な
い
相
談
支
援

④参加支援事業

⑤地域づくり事業

①包括的相談支援事業

事業名
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重層的支援体制 全体図 

 
 
各事業の取組スケジュールについては以下のとおりとし、令和７年度は移行

準備事業として、包括的相談支援事業に関わる機関の連携体制の強化、構築と 

多機関協働事業に取り組み、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、参加支援

事業については、活用できる社会資源の洗い出しや実施にあたっての課題検討

などの実施準備を行っており、令和８年度から５つの事業を一体的に実施して

いきます。 

 

 

事業名 令和７年度 令和８年度

  包括的相談支援事業

  多機関協働事業

  アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

  参加支援事業

  地域づくり事業

既存事業の連携強化

移行準備支援事業として実施

実施準備

実施準備

既存事業の実施

重層的支援体制

整備事業として実施
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（３）包括的相談支援事業                         

 本市では、これまでも高齢、障がい、子ども、生活困窮の各分野の相談支援 

機関が、それぞれの専門性を活用し、必要に応じて関係機関と調整して相談支援

を行ってきました。 

本事業の実施にあたっては、既存の相談支援体制を維持しつつ、他分野の相談

を受けた場合は、適切な相談支援機関や利用可能な福祉サービスの情報提供を

行うなどの初期相談対応を行います。また、単独の支援機関では解決が 

困難なケースについては、地域の支援関係機関と連携を図り、相談者の世代や 

属性を超えた包括的な相談支援を実施します。 

その上で、既存のネットワークや会議体での解決が困難な複雑化・複合化した

生活課題を抱えたケースへの対応については、多機関協働事業につなぎ、相談者

が制度の狭間に置かれることのないよう支援します。 

 

 

○事業実施体制 

 
 
 
 
 
 
 
 

分野

設置形態 基本型

主な支援対象者 65歳以上の高齢者

支援機関
高齢者相談支援センター（地域包括支援センター）　　
委託 ３か所

事業内容

〇高齢者が住み慣れた地域で生活が続けられるよう、
　介護保険やその他の保健福祉サービスを適切に利用
　するため、社会福祉士・保健師・主任ケアマネジャー
　などの専門スタッフが、総合的な相談や権利擁護、
　介護予防ケアプランの作成などのさまざまな支援を
　行う。

所管課 　高齢介護課

社会福祉法上の位置付け 　第106条の４第２項第１号イ

地域包括支援センター事業
（介護保険法第115条の45第２項第１号～第３号）

事業

高齢
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分野

設置形態 基本型

主な支援対象者 障がい者

支援機関 基幹相談支援センター　委託 １か所

事業内容

〇障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の
　便宜を供給することや、権利擁護のために必要な援助　
　を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活
　及び社会生活を営むことができるようにすることを
　目的とする。

所管課 福祉課

社会福祉法上の位置付け 第106条の４第２項第１号ロ

障がい

障害者相談支援事業
（障害者総合支援法第77条第１項第３号）

事業

分野

設置形態
基本型、こども家庭センター型、妊婦等包括相談支援
事業型

主な支援対象者 子ども及びその保護者

支援機関
子育て総合支援センター（基本型）、こども家庭セン
ター（こども家庭センター型）、保健センター（妊婦
等包括相談支援事業型） 直営 ３か所

事業内容

〇子ども及びその保護者の身近な場所で、教育・保育・
　保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じて
　相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整
　等を実施する。

所管課 子育て支援課、健康推進課

社会福祉法上の位置付け 第106条の４第２項第１号ハ

子ども

利用者支援事業
（子ども・子育て支援法第59条第１号）

事業
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分野

設置形態 基本型

主な支援対象者 生活困窮者

支援機関 くらし・ひきこもり相談支援センター　委託 １か所

事業内容
〇生活困窮者からの相談について複合的な課題の分析
　やその解決に向けた専門機関へつなぎ、個々の状況
　に応じた自立支援計画の作成等の支援を行う。

所管課 福祉課

社会福祉法上の位置付け 第106条の４第２項第１号二

生活困窮

自立相談支援事業
（生活困窮者自立支援法第３条第２項各号）

事業
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（４）多機関協働事業                           

 「包括的相談支援事業」において、相談支援機関や支援関係機関等からつなが

れた複雑化・複合化した他分野にわたる生活課題があり、単独の機関だけでは 

対応が難しいケースや支援機関で役割分担や課題の整理をする必要があるケー

スについては、多機関協働事業者（社協）において各中学校区単位に配置し、暮

らしの中で困りごとを抱える地域住民を支援する専門職である「地域福祉コー

ディネーター（ＣＳＷ）」がケース全体の課題の解きほぐしや支援機関の調整を

行います。 

 多機関協働事業につなぐ際の基準としては、他分野にわたる課題であること

のみをもってつなぐのではなく、①複雑化・複合化した生活課題があり、世帯 

全体としての支援が必要なケース、②既存の制度の活用では解決できないケー

スのいずれかに該当し、かつ単独の相談支援機関や既存のネットワーク、会議体

の活用では解決が困難なケース（制度の狭間のケース）であることとします。 
 

＜基準＞

 
  
また、「地域福祉コーディネーター（ＣＳＷ）」は、相談支援機関や支援関係機

関等からつながれたケースについて、包括的支援会議（重層的支援会議、支援会

議）を開催し、支援プランの作成や評価、関係機関の役割分担等を協議します。 

 支援プランの決定後は、各支援機関が連携しながら見守りや伴走による継続

的な支援を行います。 

＜支援フロー＞

 

 

主な支援対象者

支援機関

事業内容

所管課

社会福祉法上の位置付け

多機関協働事業

複雑化・複合化した多分野にわたる課題を抱えており、単独の支援関係
機関での対応が難しく、かつ、各種支援機関間の役割分担や課題の整理
を行う必要がある方など

社会福祉協議会　委託 １か所

○包括的相談支援事業の他、重層的支援体制に関係する機関間の連携を
　円滑化するためのサポートや、支援関係機関間の調整を行う。
○必要に応じ、包括的支援会議を開催し、支援プランの検討や支援関係
　機関の役割分担についての協議を行う。
○支援プランの決定後は、効果的な支援となっているか等、支援の状況
　をモニタリングする。

福祉課

第106条の４第２項第５号及び第６号
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（５）アウトリーチ等を通じた継続的支援事業                

 複雑化・複合化した生活課題を抱えながらも自ら支援を求めることが困難な方

や、支援の必要性が高いと思われるも、自身が抱える課題に気づいていない方

（セルフネグレクト）など、潜在的な支援ニーズを抱える人や世帯に支援が行き

届くよう、地域福祉コーディネーター（ＣＳＷ）が、支援が必要な方がいる場所

に出向いて支援につながるよう働きかけ（アウトリーチ）、地域住民や支援関係

機関等と連携し、伴走しながらつながり続ける支援を行います。 

 これにより、対象者本人との信頼関係が構築され、本人同意が得られた場合に

は、「多機関協働事業」や「参加支援事業」、「地域づくり事業」につなぎます。 
 

＜支援フロー＞ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主な支援対象者

支援機関

事業内容

所管課

社会福祉法上の位置付け

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

複雑化・複合化した多分野における課題を抱えながらも自ら支援を
求めることが困難な方、支援の必要性が高いと思われるものの自身が
抱える課題に気づいていない方など

社会福祉協議会　委託 １か所

○各種会議や地域住民、支援関係機関等からニーズを抱える相談者に
  ついて、幅広く情報収集を行う。
○地域住民や既存の支援関係機関のアウトリーチ機能と連携し、対象
　者への継続的な訪問などを通じて関係構築に向けた丁寧な働きかけ
　を行う。

福祉課

第106条の４第２項第４号
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（６）参加支援事業                            

 既存の制度を活用した支援では対応できない複雑化・複合化した生活課題を

抱えた方や世帯のニーズに対応するため、地域福祉コーディネーター（ＣＳＷ）

が利用者の希望や課題を把握し、既存の社会資源（地域の人々の生活を支えてい

る人、場所、活動、サービスなど）の拡充や新たな社会資源の開拓などの調整を 

行うとともに、本人と支援メニューのマッチングを行います。 

 マッチングした後は、本人の状態やニーズ、希望に沿った活動ができている 

か継続的な見守りを行うほか、受け入れ先の悩みや課題等に対するサポートを

行うなど、地域の社会資源を活用し、社会とのつながり作りや再構築に向けた 

支援を行います。 
 

＜支援フロー＞ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主な支援対象者

支援機関

事業内容

所管課

社会福祉法上の位置付け

参加支援事業

各分野で行われている既存の社会参加に向けた支援や居住支援では対応
が難しい、制度の狭間にある個別性の高いニーズを有している方など

社会福祉協議会　委託 １か所

○既存の支援では対応が困難な対象者の狭間のニーズに対応するため、
　福祉サービス事業者やボランティア活動団体などの地域の社会資源に
　対するマッチングを行う。
○現在の住居において日常生活を営むために必要な支援を行う。
○マッチング後は、継続的な見守りやサポートを行う。

福祉課

第106条の４第２項第２号
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（７）地域づくり事業                           

 高齢、障がい、子どもの各分野が実施している既存の事業及び生活困窮の分野

で実施する新規事業の取組を活用して、各分野での交流の場や居場所において、

世代の属性を超えた受け入れの拡充など、多様な活動を行いやすい環境整備を

推進します。 

 

 

 

 

 

 

分野

主な支援対象者 65歳以上の高齢者

支援機関
高齢者相談支援センター（地域包括支援センター）
委託 ３か所

事業内容 ○地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

所管課 高齢介護課

社会福祉法上の位置付け 第106条の４第２項第３号イ

事業

高齢

地域介護予防活動支援事業
（介護保険法第115条の45第１項第２号）

分野

主な支援対象者 65歳以上の高齢者

支援機関 社会福祉協議会　委託 １か所

事業内容

○地域資源開発、ネットワーク構築、ニーズと取組のマッチング
　を行う生活支援コーディネーターを配置する。
○生活支援コーディネーターの活動を支援・補完し、多様な主体
　間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進する協議会
　を開催する。

所管課 　高齢介護課

社会福祉法上の位置付け 　第106条の４第２項第３号ロ

事業

高齢

生活支援体制整備事業
（介護保険法第115条の45第２項第５号）



15 
 

 

 

 

 

分野

主な支援対象者 障がい者

支援機関 委託 ２か所

事業内容
○障がいのある人に対し、日中に通える安定した居場所を提供
　し、創作的活動や生産活動、交流活動を通じて社会参加を
　促進する。

所管課 福祉課

社会福祉法上の位置付け 第106条の４第２項第３号ハ

障がい

 地域活動支援センター事業
（障害者総合支援法第77条第１項第９号）

事業

分野

主な支援対象者 　子ども及びその保護者

支援機関 　直営 ２か所、民営 ３か所

事業内容
○子育て総合支援センターや地域の認定こども園・保育所（園）
  等の身近な場所で、子育ての不安・悩みの相談や情報提供、
　保護者同士が交流する場を提供する。

所管課 　子育て支援課

社会福祉法上の位置付け 　第106条の４第２項第３号二

事業

子ども

 地域子育て支援拠点事業
（子ども・子育て支援法第59条第９号）

分野

主な支援対象者
高齢者、障がい者をはじめとした地域とのつながりが必要と
認められる世帯

支援機関 社会福祉協議会　委託 １か所

事業内容

○支援対象世帯を定期的に訪問するとともに、日常生活の中
　の見守りや地域の実情に応じた交流会などを開催する。
○地域住民が主体となり、互いに見守り支えあう体制を構築
　することを目的として、研修会や連絡会を開催する。

所管課 　福祉課

社会福祉法上の位置付け 　－

事業

その他
（生活困窮）

 生活困窮者支援等のための地域づくり事業
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３ 包括的支援会議（重層的支援会議と支援会議） 
 当市では、多機関協働事業において設置が義務付けられている「重層的支援

会議」に加えて、社会福祉法第 106 条の６に規定する「支援会議」の両機能を

併せ持った「包括的支援会議」を設置します。 

「包括的支援会議」では、支援関係機関の役割分担や多機関協働事業者（社

協）等が作成した支援プランの適切性の検討や終結時の評価、社会資源の把握

と充実に向けた検討等を行います。  

 なお、当市では会議名称の違いによる混乱を避けるため、「包括的支援会議」

の名称に統一することとします。 

 会議開催にあたっては、その都度「重層的支援会議」と「支援会議」のいず

れの位置づけとするかを判断します。 

 

○重層的支援会議と支援会議の違い 

重層的支援体制整備事業において、本人同意が得られる前の早期かつ予防的

な関わりのため、生活課題を抱える方や世帯に関する情報共有や必要な支援方

法を協議する「支援会議」と、本人同意が得られた後の支援プランの支援決定

を行う「重層的支援会議」を実施します。 

 

項目 重層的支援会議 支援会議

目的

包括的相談支援事業やアウトリーチ等を通じた継続的
支援事業などで把握した対象者のうち、個人情報の共有
について本人同意が得られている事例に対して、支援
プランの検討、関係機関間の役割分担を行う

包括的相談支援事業やアウトリーチ等を通じた継続的
支援事業などで把握した潜在的な課題を抱える対象者に
ついて、個人情報の共有に関する本人同意が得られる前
に、予防的・早期の支援実施のため、情報交換や必要な
支援策の検討を行う

内容

①支援対象者に対する個別の支援プランの協議、決定
②プラン終結時における支援の経過と成果の評価、検証
③参加支援事業のプラン作成時に、個々のニーズに対応
  する社会資源の不足が把握された際、社会資源の開発
  等に向けた取り組みの検討

①本人同意が得られる前の潜在的課題を抱えた事例に
  ついての情報共有
②予防的、早期の支援方針の決定
③緊急性が高い事案への対応検討

参集者

○庁内関係課（包括的相談支援機関所管課）
○包括的相談支援機関事業者
○多機関協働事業者
○アウトリーチ等を通じた継続支援事業者
○参加支援事業者
○その他ケースに応じた支援関係機関（福祉サービス
  提供事業者、医療機関、学校等）

○庁内関係課（包括的相談支援事業所管課）
○包括的相談支援事業者
○多機関協働事業者
○アウトリーチ等を通じた継続支援事業者
○参加支援事業者
○その他ケースに応じた支援関係機関（福祉サービス
  提供事業者、医療機関、学校等）

開催時期 　随時、年１回定期 　随時

個人情報
の取扱い

○個人情報の共有については本人同意の必要がある
○出席者は会議で知り得たすべての事項について守秘
　義務がある

○社会福祉法第106条の６に基づく会議であり、構成員に
  守秘義務を課して開催するため、個人情報の共有に
  ついて本人同意は不要
○出席者は会議で知り得たすべての事項について守秘
  義務がある
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○包括的支援会議開催の時期別の主な検討事項 

 

○相談開始から支援終結までのフロー図 

 

開催時期

プラン作成時

再プラン作成時

支援終結の判断時

支援中断の決定時

主な検討事項

・アセスメント結果に基づく本人の目標、支援方針、プラン内容
・各支援関係機関の役割分担の種類
・モニタリングの時期等の検討

・本人の状況変化の確認、評価
・現行プランの評価
・再プラン内容の確認（プラン策定時の内容と同じ）

・本人の目標達成状況、本人に関わる支援者の状況の確認
・支援終結の評価、フォローアップの必要性やその方法の確認

・本人と完全に連絡が取れなくなった場合等における、支援中断の決定
※判断にあたっては、本人やその世帯を取り巻く関係者からの情報収集や自宅訪問等を行うなど、
　できる限り本人と接触をとるよう働きかける
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４ 連携体制の構築と計画の推進 

（１）連携推進のための取組                        

１ 連携体制の構築 

 高齢、障がい、子ども、生活困窮の４分野の庁内関係課（高齢介護課、福祉課、

子育て支援課、健康推進課、学校教育課）と社協など相談支援機関間の連携を 

強化し、一体的に事業を実施するため、当市では、複雑化・複合化した困りごと

や悩みを抱えている方を市や多機関協働事業者（社協）につなぐための「つなぐ

シート」の活用や「相談支援機関一覧表」の作成によって、円滑な連携機能の 

強化を図ります。 

また、庁内及び社協の連携体制や役割分担に関する協議等、「包括的支援会議」

において検討しないケースの情報共有、事業全体の進捗状況や施策をより効果

的に進める上での課題整理を行うため、庁内関係課及び社協で構成する「庁内 

連携会議」を随時開催します。 

 

２ 他分野との連携 

 事業の推進にあたり、高齢、障がい、子ども、生活困窮以外の生活支援（民生、

生活保護、消費生活センター等）、労働（公共職業安定所等）、教育（教育委員会

や学校等）、住宅（公営住宅、居住支援法人等）などの他分野との連携において

も重要となるため、他分野の支援機関や事業者についても会議への参加、研修会

の開催等により、事業全体の周知及び理解促進を働きかけます。 

 

３ インターネット等を活用した連携 

 「包括的支援会議」の開催については、支援関係者の負担軽減を図るため、 

会議のオンライン開催、開催連絡や日程調整等をネット上で行うツールの活用

など、インターネット等を活用した連携を図ります。 

 

（２）計画の評価と進行管理                        

 施策の着実な推進のため、年度ごとに実施状況を確認し、ＰＤＣＡサイクル 

（計画、実行、評価、改善）を通じて、定期的な点検・評価を行い、必要に応じ

た施策の充実や改善を図りながら、事業を円滑かつ効果的に進めていきます。 
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＜参考資料＞ 社会福祉法（抜粋） 

（包括的な支援体制の整備） 
第 106 条の３ 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする
地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民
等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活
課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 
一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住
民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他
の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策 
二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情
報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる
体制の整備に関する施策 
三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者
その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その
解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策 
 
（重層的支援体制整備事業） 
第 106 条の４ 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、
前条第一項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制
整備事業を行うことができる。 
２ 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法
律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民
及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環
境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。 
一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応
じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並び
に高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省
令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業。 
イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業 
ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三
号に掲げる事業 
ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業 
ニ 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業 
二 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有する
ものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪
問による必要な情報の提供及び助言、現在の住居において日常生活を営むのに必要な援助
その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業 
三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保す
るための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相
互の交流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全て
の事業を一体的に行う事業 
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イ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定め
るもの 
ロ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業 
ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九
号に掲げる事業 
ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業 
四 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及
びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに
関する情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的
に行う事業 
五 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対
し、複数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するた
めに、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整
備する事業 
六 前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地
域住民に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の
作成その他の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業 
３ 市町村は、重層的支援体制整備事業（前項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。
以下同じ。）を実施するに当たつては、児童福祉法第十条の二第二項に規定するこども家庭
センター、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、障害者
の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条の二第一項に規定する
基幹相談支援センター、生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業を行う者そ
の他の支援関係機関相互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。 
４ 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するに当たつては、住宅確保要配慮者に対す
る賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成十九年法律第百十二号）第八十一条第一項に規
定する支援協議会その他の居住の支援に関する機関と緊密に連携しつつ、地域生活課題を
抱える地域住民の居住の安定の確保のために必要な支援を行うよう努めるものとする。 
５ 市町村は、第二項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講
じた上で、重層的支援体制整備事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省
令で定める者に委託することができる。 
６ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であ
つた者は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らして
はならない。 
 
（重層的支援体制整備事業実施計画） 
第 106 条の５ 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは、第百六条の三第二
項の指針に則して、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援
体制整備事業の提供体制に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を定める計画（以
下この条において「重層的支援体制整備事業実施計画」という。）を策定するよう努めるも
のとする。 
２ 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更するときは、地
域住民、支援関係機関その他の関係者の意見を適切に反映するよう努めるものとする。 
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３ 重層的支援体制整備事業実施計画は、第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、
介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画、障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画、
子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画その
他の法律の規定による計画であつて地域福祉の推進に関する事項を定めるものと調和が保
たれたものでなければならない。 
４ 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更したときは、遅
滞なく、これを公表するよう努めるものとする。 
５ 前各項に定めるもののほか、重層的支援体制整備事業実施計画の策定及び変更に関し
必要な事項は、厚生労働省令で定める。 
 
（支援会議） 
第 106 条の６ 市町村は、支援関係機関、第百六条の四第五項の規定による委託を受けた
者、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者（第三項及び
第四項において「支援関係機関等」という。）により構成される会議（以下この条において
「支援会議」という。）を組織することができる。 
２ 支援会議は、重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を
行うとともに、地域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制
に関する検討を行うものとする。 
３ 支援会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めると
きは、支援関係機関等に対し、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に関する資料又
は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 
４ 支援関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努め
るものとする。 
５ 支援会議は、当該支援会議を組織している市町村に生活保護法第二十七条の三第一項
に規定する調整会議又は生活困窮者自立支援法第九条第一項に規定する支援会議が組織さ
れているときは、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援の円滑な実施のため、これら
の会議と相互に連携を図るよう努めるものとする。 
６ 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議
の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
７ 前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が
定める 
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